
三角商事株式会社から申請があった確約計画の認定について

違反被疑行為の概要

確約計画

納入業者

三角商事からの要請を断れない・・・

三角商事が作成した確約計画

①違反被疑行為の取りやめ

③納入業者への通知・役員及び従業員への周知徹底

④納入業者への返金（金銭的価値の回復）

⑤違反被疑行為と同様の行為を行わないこと

⑥コンプライアンス措置
（行動指針の作成・周知徹底、定期的な研修・監査）
⑦第三者による上記①から⑥までの履行の監視

⑧第三者による履行状況の報告（５年間）

②違反被疑行為の取りやめ等を取締役会で決議

公正取引委員会が確約計画を認定

・過去の独占禁止法第１９条（優越的地位の濫用）の違反事案
における排除措置命令の措置の内容を全て含んでいる

・納入業者 （金銭的価値の回復）

➤違反被疑行為により納入業者が被った不利益に係る被害救済の効果
➤違反被疑行為の再発防止

・第三者による措置の履行状況の監視及び報告の実施
・措置の内容ごとに実施期限を設定

・三角商事に対する
・他の事業者との取引開始又は取引拡大によって
現在の三角商事との取引と

・総合ディスカウントストア「ルミエール」を福岡県内に
２３店舗展開

三角商事

➤派遣のために日当や交通費、宿泊費
といった通常必要な費用を納入業者
に対し支払っていない

➤費用負担等の派遣の条件について
事前に納入業者と合意していない

措置内容の十分性

措置実施の確実性

従業員等の派遣要請・福岡県に本社を置く総合ディスカウントストア業者の中で
売上高が


